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約款参照……………総医「第18～20条」、総医（低減型）・総医（無解返）「第19～21条」、総医（学資）・緩和型総医（無解返）「第18～20条」、
先進（無解返）「第16～18条」

……………………当社所定の端末を使用する方法を含みます。
しおり22P参照…「新たな特約の保障（責任）の開始」

●傷病歴などを告知した場合には、特約の申し込みを引き受けできないときもありますが、告知内容によっては
引き受けできるときもあります。

当社が特約を解除できない例
●❶生命保険募集人が、告知することを妨げたとき
●❷生命保険募集人が、告知しないことや、事実でないことを告げることを勧めたとき
●❸当社が解除の原因を知った時から１カ月間特約の解除を行わないとき
ただし、上記●❶または●❷に該当する場合、仮にそうした生命保険募集人の行為がなかったと
しても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げ
なかったか、または、事実でないことを告げたと認められるときは、当社は特約を解除する
ことがあります。

●当社に告知する内容は「質問表（告知書）」に記載しています。

●もし、これらについて、故意または重大な過失によって、その事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知
した場合、保障（責任）開始の日 　  （復活のときは復活日）を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」
として特約を解除することがあります。

●保障（責任）開始の日（復活のときは復活日）を含めて2年を経過していても、特約保険金の支払事由や特約保
険料の払込免除事由が2年以内に発生していたときには、特約を解除することがあります。この場合、原則とし
て特約保険金の支払いや特約保険料の払込免除を行うことはできません。

●当社は、すでに特約保険金を支払ったときには、その返還を請求し、すでに特約保険料の払込免除をしたとき
には、その払込免除を取り消し、特約保険料の払い込みを請求します。

●特約を解除したときに、返戻金があれば、ご契約者に支払います。

申し込みのときには、「健康状態」などについて、正しく告知してください。

●生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない方など
が無条件で契約すると、保険料負担の公平性が保たれなくなります。このため、ご契約者や被保険者には公平
性を保つためのルールとして「告知義務」があります。

●契約に当たっては、過去の傷病歴（傷病名、治療期間など）、現在の健康状態や身体の障がいの状態などに
関して、当社が「質問表（告知書）」　  で尋ねる事項について、事実をありのままに正確にもれなく記入
（告知）していただく必要があります。

無配当総合医療特約（Ｒ04）（4種類）、
引受基準緩和型無配当総合医療特約（Ｒ04）（無解約返戻金型）
または無配当先進医療特約（無解約返戻金型）の申し込みを
希望されるお客さまへ

②＊
①＊

②＊

①＊

健康状態などの告知4

1 告知

2 告知義務違反による解除

3 傷病歴などがある方でも特約を引き受けできる場合があります。

●「告知義務違反の内容が特に重大な場合」には、保障（責任）開始の日（復活のときは復活
日）を含めて2年を経過していても、詐欺による取り消しとし、特約保険金の支払いや特約
保険料の払込免除ができないことがあります。
　例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症
（過去にかかったことのある病気）、現症（治療中の病気）などについて故意に告知しな
かった場合」などが該当することがあります。

●この場合、すでに払い込んだ特約保険料は返しません。
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●当社の商品を取り扱う生命保険募集人（郵便局や当社の支店の社員）には告知受領権が
ないため、口頭で伝えても当社に告知したことにはなりません。
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欄外のマークに
ついて
マークには、右記のような
ものがあります。

この冊子の記載内容は、2026年5月2日現在の取り扱いを説明しております。
不明な点がありましたら、その時点での最新の取り扱いを案内しますので、
「問い合わせ窓口」504ページにお問い合わせください。

（注）この見本はイメージです。実際の表記とは異なる場合があります。

この「ご契約のしおり・約款」をご覧いただく に当たって
この冊子の内容は、次の2つの部分に分かれています。 「ご契約のしおり」本文の見かた

この冊子は、このようにお使いいただくと便利です。

●保険期間または年金支払期間が終身の基本契約

基本契約

普通終身保険（※1）

普通終身保険（Ｒ07）

特別終身保険（※1）

特別終身保険（Ｒ07）

普通終身保険（低解約返戻金型）（※1）

普通終身保険（Ｒ07）（低解約返戻金型）

特別終身保険（低解約返戻金型）（※1）

特別終身保険（Ｒ07）（低解約返戻金型）

一時払終身保険（告知不要型）

据置終身年金保険（※1）

終身年金保険付終身保険（※1）

介護保険金付終身保険（※1）
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特約名

（※1）現在販売していませんが、過去にご加入された基本契約に上記特約を付加できます。
（※2）現在販売していませんが、過去にご加入された基本契約の主たる被保険者に上記特約を付加できます。

○：中途付加できる特約です。
△：基本契約が保険料分割払の場合に限り、中途付加できる特約です。

●保険期間または年金支払期間が有期の基本契約

基本契約

普通養老保険（※1）

普通養老保険（Ｒ07）

特別養老保険（※1）

特別養老保険（Ｒ07）

特定養老保険（※1）

普通定期保険（※1）

普通定期保険（Ｒ04）

学資保険（※1）

育英年金付学資保険（※1）

学資保険（Ｈ24）

学資保険（Ｈ24）（保険料払込免除なし型）（※1）

長寿支援保険（低解約返戻金型）

据置定期年金保険（※1）

夫婦保険（※2）
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（※1）現在販売していませんが、過去にご加入された基本契約に上記特約を付加できます。
（※2）現在販売していませんが、過去にご加入された基本契約の主たる被保険者に上記特約を付加できます。

○：中途付加できる特約です。
△：基本契約が保険料分割払の場合に限り、中途付加できる特約です。

●中途付加ができる特約の種類は、基本契約の種類などにより異なります。中途付加の申し込みができる基本
契約と特約の組み合わせは次のとおりです。

当社の承諾を得て、一定の条件で現在の契約に特約を付加し、保障を充実させる
ことができます。

中途付加の申し込みができる組み合わせ

1 特約の中途付加
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MEMOMEMO

PB88 PB

約 款
「約款」とは、「契約の加入から消滅までのとり
きめ（契約内容）」を定めたものをいい、保険
金を支払う条件などについて記載しています。
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特約条項
○無配当災害特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ページ
90

○無配当傷害医療特約（Ｒ04）条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
117

○無配当総合医療特約（Ｒ04）条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
142

○無配当災害特約（解約返戻金低減型）条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
170

○無配当傷害医療特約（Ｒ04）（解約返戻金低減型）条項 ・・・・・・
ページ
200

○無配当総合医療特約（Ｒ04）（解約返戻金低減型）条項 ・・・・・・
ページ
228

○無配当傷害医療特約（Ｒ04）（学資保険（Ｈ24）用）条項 ・・
ページ
368

○無配当災害特約（無解約返戻金型）条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
260

○無配当傷害医療特約（Ｒ04）（無解約返戻金型）条項 ・・・・・・・・・・
ページ
288

○無配当総合医療特約（Ｒ04）（無解約返戻金型）条項 ・・・・・・・・・・
ページ
315

○無配当災害特約（学資保険（Ｈ24）用）条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
345

○集金払込みに関する特則条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
495

○保険契約者代理特則条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
475

○指定代理請求特則Ⅱ条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
479

○無配当総合医療特約（Ｒ04）（学資保険（Ｈ24）用）条項 ・・
ページ
392

○引受基準緩和型無配当総合医療特約（Ｒ04）（無解約返戻金型）条項 ・・・
ページ
419

○無配当先進医療特約（無解約返戻金型）条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
447

○契約転換に関する特則条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
483

○口座払込みに関する特則条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
488

○団体払込みに関する特則条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
490
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●ご契約のしおり

▶ 8～87ページ ▶ 89～496ページ

●約　款

契約内容（約款）のなかでも、ぜひ
知っておいていただきたい重要な
事項をわかりやすく説明していま
す。詳細は約款をご覧ください。

「契約の加入から消滅までのとり
きめ（契約内容）」を定めたもの
をいい、保険金を支払う条件な
どについて記載しています。

「ご契約のしおり」には、お客さまの契約に関する重要なお知らせを掲載しております。
下記の点を参考に、この冊子をお読みください。

目的からページを探したい わからないことばがある

目的別もくじ 6～7ページ 用語解説 501～503ページ

［ご契約のしおり・約款］はじめに ❶

▶

…関連する情報が記載されているページまたは項目を案内しています。

…この項目に関連するWebサイトを案内しています。

…記載内容についてあわせて確認いただきたい事項を案内しています。＊

そのページの
記載内容を
簡単にまとめた
ものです。

特に注意して
いただきたい
事項を
説明しています。

「もくじ」にある
項目が
タイトルになって
います。

さらに
項目分けした
タイトルです。加入年齢？約款？

何のことだろう

どのように
手続きすれば
いいんだろう…



▶▶

約款参照……………総医「第18～20条」、総医（低減型）・総医（無解返）「第19～21条」、総医（学資）・緩和型総医（無解返）「第18～20条」、
先進（無解返）「第16～18条」

……………………当社所定の端末を使用する方法を含みます。
しおり22P参照…「新たな特約の保障（責任）の開始」

●傷病歴などを告知した場合には、特約の申し込みを引き受けできないときもありますが、告知内容によっては
引き受けできるときもあります。

当社が特約を解除できない例
●❶生命保険募集人が、告知することを妨げたとき
●❷生命保険募集人が、告知しないことや、事実でないことを告げることを勧めたとき
●❸当社が解除の原因を知った時から１カ月間特約の解除を行わないとき
ただし、上記●❶または●❷に該当する場合、仮にそうした生命保険募集人の行為がなかったと
しても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げ
なかったか、または、事実でないことを告げたと認められるときは、当社は特約を解除する
ことがあります。

●当社に告知する内容は「質問表（告知書）」に記載しています。

●もし、これらについて、故意または重大な過失によって、その事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知
した場合、保障（責任）開始の日 　  （復活のときは復活日）を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」
として特約を解除することがあります。

●保障（責任）開始の日（復活のときは復活日）を含めて2年を経過していても、特約保険金の支払事由や特約保
険料の払込免除事由が2年以内に発生していたときには、特約を解除することがあります。この場合、原則とし
て特約保険金の支払いや特約保険料の払込免除を行うことはできません。

●当社は、すでに特約保険金を支払ったときには、その返還を請求し、すでに特約保険料の払込免除をしたとき
には、その払込免除を取り消し、特約保険料の払い込みを請求します。

●特約を解除したときに、返戻金があれば、ご契約者に支払います。

申し込みのときには、「健康状態」などについて、正しく告知してください。

●生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない方など
が無条件で契約すると、保険料負担の公平性が保たれなくなります。このため、ご契約者や被保険者には公平
性を保つためのルールとして「告知義務」があります。

●契約に当たっては、過去の傷病歴（傷病名、治療期間など）、現在の健康状態や身体の障がいの状態などに
関して、当社が「質問表（告知書）」　  で尋ねる事項について、事実をありのままに正確にもれなく記入
（告知）していただく必要があります。

無配当総合医療特約（Ｒ04）（4種類）、
引受基準緩和型無配当総合医療特約（Ｒ04）（無解約返戻金型）
または無配当先進医療特約（無解約返戻金型）の申し込みを
希望されるお客さまへ

②＊
①＊

②＊

①＊

健康状態などの告知4

1 告知

2 告知義務違反による解除

3 傷病歴などがある方でも特約を引き受けできる場合があります。

●「告知義務違反の内容が特に重大な場合」には、保障（責任）開始の日（復活のときは復活
日）を含めて2年を経過していても、詐欺による取り消しとし、特約保険金の支払いや特約
保険料の払込免除ができないことがあります。
　例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症
（過去にかかったことのある病気）、現症（治療中の病気）などについて故意に告知しな
かった場合」などが該当することがあります。

●この場合、すでに払い込んだ特約保険料は返しません。

ご
注
意

●当社の商品を取り扱う生命保険募集人（郵便局や当社の支店の社員）には告知受領権が
ないため、口頭で伝えても当社に告知したことにはなりません。

ご
注
意
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欄外のマークに
ついて
マークには、右記のような
ものがあります。

この冊子の記載内容は、2026年5月2日現在の取り扱いを説明しております。
不明な点がありましたら、その時点での最新の取り扱いを案内しますので、
「問い合わせ窓口」504ページにお問い合わせください。

（注）この見本はイメージです。実際の表記とは異なる場合があります。

この「ご契約のしおり・約款」をご覧いただく に当たって
この冊子の内容は、次の2つの部分に分かれています。 「ご契約のしおり」本文の見かた

この冊子は、このようにお使いいただくと便利です。

●保険期間または年金支払期間が終身の基本契約

基本契約

普通終身保険（※1）

普通終身保険（Ｒ07）

特別終身保険（※1）

特別終身保険（Ｒ07）

普通終身保険（低解約返戻金型）（※1）

普通終身保険（Ｒ07）（低解約返戻金型）

特別終身保険（低解約返戻金型）（※1）

特別終身保険（Ｒ07）（低解約返戻金型）

一時払終身保険（告知不要型）

据置終身年金保険（※1）

終身年金保険付終身保険（※1）

介護保険金付終身保険（※1）

介護割増年金付終身年金保険（※1）

夫婦年金保険付夫婦保険（※2）

据置夫婦年金保険（※2）

無
配
当
災
害
特
約

（
解
約
返
戻
金
低
減
型
）

○

○

○

○

○

○

○

○

－

△

○

○

－

○

△

無
配
当
災
害
特
約

（
無
解
約
返
戻
金
型
）

○

○

○

○

○

○

○

○

－

－

－

○

－

－

－

無
配
当
傷
害
医
療
特
約（
Ｒ
04
）

（
解
約
返
戻
金
低
減
型
）

○

○

○

○

○

○

○

○

－

△

○

○

○

○

△

無
配
当
傷
害
医
療
特
約（
Ｒ
04
）

（
無
解
約
返
戻
金
型
）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

－

○

－

－

－

無
配
当
総
合
医
療
特
約（
Ｒ
04
）

（
解
約
返
戻
金
低
減
型
）

○

○

○

○

○

○

○

○

－

△

○

○

○

○

△

無
配
当
総
合
医
療
特
約（
Ｒ
04
）

（
無
解
約
返
戻
金
型
）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

－

○

－

－

－

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

－

○

－

－

－

引
受
基
準
緩
和
型
無
配
当
総
合
医
療

特
約（
Ｒ
04
）（
無
解
約
返
戻
金
型
）

－

－

－

－

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

無
配
当
先
進
医
療
特
約

（
無
解
約
返
戻
金
型
）

特約名

（※1）現在販売していませんが、過去にご加入された基本契約に上記特約を付加できます。
（※2）現在販売していませんが、過去にご加入された基本契約の主たる被保険者に上記特約を付加できます。

○：中途付加できる特約です。
△：基本契約が保険料分割払の場合に限り、中途付加できる特約です。

●保険期間または年金支払期間が有期の基本契約

基本契約

普通養老保険（※1）

普通養老保険（Ｒ07）

特別養老保険（※1）

特別養老保険（Ｒ07）

特定養老保険（※1）

普通定期保険（※1）

普通定期保険（Ｒ04）

学資保険（※1）

育英年金付学資保険（※1）

学資保険（Ｈ24）

学資保険（Ｈ24）（保険料払込免除なし型）（※1）

長寿支援保険（低解約返戻金型）

据置定期年金保険（※1）

夫婦保険（※2）

無
配
当
災
害
特
約

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

－

○

△

○

無
配
当
災
害
特
約

（
学
資
保
険（
Ｈ
24
）用
）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

○

○

－

－

－

無
配
当
傷
害
医
療
特
約（
Ｒ
04
）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

－

○

△

○

無
配
当
傷
害
医
療
特
約（
Ｒ
04
）

（
学
資
保
険（
Ｈ
24
）用
）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

○

○

－

－

－

無
配
当
総
合
医
療
特
約（
Ｒ
04
）

○

○

○

○

－

○

○

○

○

－

－

○

△

○

無
配
当
総
合
医
療
特
約（
Ｒ
04
）

（
学
資
保
険（
Ｈ
24
）用
）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

○

○

－

－

－

無
配
当
先
進
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療
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約

（
無
解
約
返
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金
型
）

○

○

○

○

－

○

○

○

○

○

○

－

－

○

特約名

（※1）現在販売していませんが、過去にご加入された基本契約に上記特約を付加できます。
（※2）現在販売していませんが、過去にご加入された基本契約の主たる被保険者に上記特約を付加できます。

○：中途付加できる特約です。
△：基本契約が保険料分割払の場合に限り、中途付加できる特約です。

●中途付加ができる特約の種類は、基本契約の種類などにより異なります。中途付加の申し込みができる基本
契約と特約の組み合わせは次のとおりです。

当社の承諾を得て、一定の条件で現在の契約に特約を付加し、保障を充実させる
ことができます。

中途付加の申し込みができる組み合わせ

1 特約の中途付加

特約の申し込みに際して1契
約
に
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約
の
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約 款
「約款」とは、「契約の加入から消滅までのとり
きめ（契約内容）」を定めたものをいい、保険
金を支払う条件などについて記載しています。

 

 

 

 

特則条項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

特約条項
○無配当災害特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ページ
90

○無配当傷害医療特約（Ｒ04）条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
117

○無配当総合医療特約（Ｒ04）条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
142

○無配当災害特約（解約返戻金低減型）条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
170

○無配当傷害医療特約（Ｒ04）（解約返戻金低減型）条項 ・・・・・・
ページ
200

○無配当総合医療特約（Ｒ04）（解約返戻金低減型）条項 ・・・・・・
ページ
228

○無配当傷害医療特約（Ｒ04）（学資保険（Ｈ24）用）条項 ・・
ページ
368

○無配当災害特約（無解約返戻金型）条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
260

○無配当傷害医療特約（Ｒ04）（無解約返戻金型）条項 ・・・・・・・・・・
ページ
288

○無配当総合医療特約（Ｒ04）（無解約返戻金型）条項 ・・・・・・・・・・
ページ
315

○無配当災害特約（学資保険（Ｈ24）用）条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
345

○集金払込みに関する特則条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
495

○保険契約者代理特則条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
475

○指定代理請求特則Ⅱ条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
479

○無配当総合医療特約（Ｒ04）（学資保険（Ｈ24）用）条項 ・・
ページ
392

○引受基準緩和型無配当総合医療特約（Ｒ04）（無解約返戻金型）条項 ・・・
ページ
419

○無配当先進医療特約（無解約返戻金型）条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
447

○契約転換に関する特則条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
483

○口座払込みに関する特則条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
488

○団体払込みに関する特則条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ
490

89 89

●ご契約のしおり

▶ 8～87ページ ▶ 89～496ページ

●約　款

契約内容（約款）のなかでも、ぜひ
知っておいていただきたい重要な
事項をわかりやすく説明していま
す。詳細は約款をご覧ください。

「契約の加入から消滅までのとり
きめ（契約内容）」を定めたもの
をいい、保険金を支払う条件な
どについて記載しています。

「ご契約のしおり」には、お客さまの契約に関する重要なお知らせを掲載しております。
下記の点を参考に、この冊子をお読みください。

目的からページを探したい わからないことばがある

目的別もくじ 6～7ページ 用語解説 501～503ページ

［ご契約のしおり・約款］はじめに ❶

▶

…関連する情報が記載されているページまたは項目を案内しています。

…この項目に関連するWebサイトを案内しています。

…記載内容についてあわせて確認いただきたい事項を案内しています。＊

そのページの
記載内容を
簡単にまとめた
ものです。

特に注意して
いただきたい
事項を
説明しています。

「もくじ」にある
項目が
タイトルになって
います。

さらに
項目分けした
タイトルです。加入年齢？約款？

何のことだろう

どのように
手続きすれば
いいんだろう…

1PB 1



無配当災害特約
（4種類）

無配当傷害医療特約（Ｒ04）
（4種類）

無配当総合医療特約（Ｒ04）
（4種類）

̶

総称特約の名称
無配当災害特約

無配当災害特約（解約返戻金低減型）

無配当災害特約（無解約返戻金型）

無配当災害特約（学資保険（H24）用）

無配当傷害医療特約（Ｒ04）

無配当傷害医療特約（Ｒ04）（解約返戻金低減型）

無配当傷害医療特約（Ｒ04）（無解約返戻金型）

無配当傷害医療特約（Ｒ04）（学資保険（H24）用）

無配当総合医療特約（Ｒ04）

無配当総合医療特約（Ｒ04）（解約返戻金低減型）

無配当総合医療特約（Ｒ04）（無解約返戻金型）

無配当総合医療特約（Ｒ04）（学資保険（H24）用）

引受基準緩和型無配当総合医療特約（Ｒ04）
（無解約返戻金型）

無配当先進医療特約（無解約返戻金型）

無配当災害特約（4種類）

無配当傷害医療特約（Ｒ04）（4種類）

無配当総合医療特約（Ｒ04）（4種類）

̶

̶

この冊子では、個別に特約の名称を記載する必要があるときを除き、特約の名称を以下
のとおり【総称】を用いて表示しています。

特約の名称について【総称】▶

年齢の記載について
この冊子に記載の年齢は、満年齢で記載している箇所以外は、当社の定めた計算方法に
よる年齢です。この年齢は、年ごとの契約応当日に、加入年齢に１歳ずつを加えて計算します。
（「契約応当日」および特約の見直しをする場合の「加入年齢」の詳細は、巻末の用語解説に
記載しています。）

̶

略称 総称
無配当災害特約条項

無配当災害特約（解約返戻金低減型）条項

無配当災害特約（無解約返戻金型）条項

無配当災害特約（学資保険（H24）用）条項

無配当傷害医療特約（Ｒ04）条項

無配当傷害医療特約（Ｒ04）（解約返戻金低減型）条項

無配当傷害医療特約（Ｒ04）（無解約返戻金型）条項

無配当傷害医療特約（Ｒ04）（学資保険（H24）用）条項

無配当総合医療特約（Ｒ04）条項

無配当総合医療特約（Ｒ04）（解約返戻金低減型）条項

無配当総合医療特約（Ｒ04）（無解約返戻金型）条項

無配当総合医療特約（Ｒ04）（学資保険（H24）用）条項

引受基準緩和型無配当総合医療特約（Ｒ04）
（無解約返戻金型）条項

無配当先進医療特約（無解約返戻金型）条項
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この冊子では、必要に応じて特約条項の名称を以下のとおり【略称】または【総称】を用
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記載しています。）

̶

略称 総称
無配当災害特約条項

無配当災害特約（解約返戻金低減型）条項

無配当災害特約（無解約返戻金型）条項

無配当災害特約（学資保険（H24）用）条項

無配当傷害医療特約（Ｒ04）条項

無配当傷害医療特約（Ｒ04）（解約返戻金低減型）条項

無配当傷害医療特約（Ｒ04）（無解約返戻金型）条項

無配当傷害医療特約（Ｒ04）（学資保険（H24）用）条項

無配当総合医療特約（Ｒ04）条項

無配当総合医療特約（Ｒ04）（解約返戻金低減型）条項

無配当総合医療特約（Ｒ04）（無解約返戻金型）条項

無配当総合医療特約（Ｒ04）（学資保険（H24）用）条項

引受基準緩和型無配当総合医療特約（Ｒ04）
（無解約返戻金型）条項

無配当先進医療特約（無解約返戻金型）条項

災害

災害（低減型）

災害（無解返）

災害（学資）

傷医

傷医（低減型）

傷医（無解返）

傷医（学資）

総医

総医（低減型）

総医（無解返）

総医（学資）

緩和型総医
（無解返）

先進（無解返）

この冊子では、必要に応じて特約条項の名称を以下のとおり【略称】または【総称】を用
いて表示しています。

特約条項の名称について【略称・総称】▶

▶

［ご契約のしおり・約款］はじめに ❷

特約条項の名称

32 3



ご契約のしおり部分
・目的別もくじ ……………………………………………………………………………… 6ページ
・用語解説 …………………………………………………………………………………501ページ
・問い合わせ窓口…………………………………………………………………………504ページ

契約に際して

特約の自動更新 無配当先進医療特約（無解約返戻金型）の自動更新 32ページ

保険金などの請求

もくじ

生命保険と税金 生命保険料控除 80ページ

個人情報および
制度の案内

個人情報の取り扱い 82ページ
他の生命保険会社などとの
保険契約などに関係する情報の共同利用
１.契約内容登録制度／契約内容照会制度 …………  83ページ
２.支払査定時照会制度 ………………………………  84ページ
生命保険契約者保護機構 86ページ

契約後の取り扱い
特約契約者配当金 73ページ
ご家族登録制度および契約者代理制度 70ページ

74ページ特約の解約と返戻金

75ページ無解約返戻金型の特約の返戻金と積立金（責任準備金）について

76ページ保障内容の見直しを検討されているお客さまへ

7８ページご契約者をはじめとした関係者の保護

約款部分

特約条項

特則条項

ご家族登録制度規約 ………………………………………………………………… 497ページ

無解約返戻金型の特約の責任準備金額例 ……………………………………… 500ページ

保険料の払い込み

1
2
3
4
5
6
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1
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3

1

490ページ
○集金払込みに関する特則条項 495ページ

479ページ
○契約転換に関する特則条項

475ページ
○指定代理請求特則Ⅱ条項
○保険契約者代理特則条項

488ページ
○団体払込みに関する特則条項
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○口座払込みに関する特則条項
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170ページ
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288ページ
315ページ
345ページ
368ページ
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○無配当災害特約（解約返戻金低減型）条項
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392ページ○無配当総合医療特約（Ｒ04）（学資保険（Ｈ24）用）条項
419ページ○引受基準緩和型無配当総合医療特約（Ｒ04）（無解約返戻金型）条項

○無配当先進医療特約（無解約返戻金型）条項

90ページ○無配当災害特約条項

66ページ保険料の払込猶予期間・契約の失効など

68ページ契約の復活

69ページ保険料の払い込みが難しい場合

特約保険料の払込方法 62ページ
64ページ保険料の前納払込み

1
2
3
4
5

現在の契約の解約・減額などを前提に
特約の申し込みを検討されているお客さまへ

特約の申し込みに際して
１.特約の中途付加 ……………………………………… 8ページ
2.特約のみの転換 …………………………………… 11ページ
3.特約の申し込み・承諾ができない場合 …………… 16ページ

24ページ特約保険金の加入限度額
22ページ特約の保障（責任）の開始と保険期間の終期

26ページ
28ページ

健康状態などの告知
クーリング・オフ制度

30ページ
31ページ当社からの契約内容などの確認

31ページ申し込み手続きの際の注意点
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4
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6

7
8

入院保険金などの請求方法 …………………………  34ページ
指定代理請求制度 ……………………………………  36ページ
特約の保障内容
１.特約の概要 ………………………………………… 38ページ
2.無配当災害特約（4種類）の保障内容……………… 40ページ
3.無配当傷害医療特約（Ｒ04）（4種類）の保障内容… 41ページ
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5.引受基準緩和型無配当総合医療特約（Ｒ04）
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6.無配当傷害医療特約（Ｒ04）（4種類）、
無配当総合医療特約（Ｒ04）（4種類）および
引受基準緩和型無配当総合医療特約（Ｒ04）
（無解約返戻金型）の留意事項 …………………… 46ページ
7.無配当先進医療特約（無解約返戻金型）の
保障内容と留意事項 ……………………………… 49ページ

50ページ入院保険金などを支払いできない場合

56ページ保険金を支払いできる事例と支払いできない事例
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